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京都市都市計画道路網の見直しについて
京都市印刷物 第２２5033号京都市都市計画ニュース

～「京都市都市計画道路の変更原案」を作成しました～

都市計画道路網見直しの結果、「都市計画道路の変更原案」を作成しましたので、皆様のご意見を募集します
　京都市では、平成２０年度から「都市計画道路網の見直し」を進め、学識経験者の方々などと検討を行うとともに、パブリックコメントの募集に対して寄
せられた幅広い市民の皆様のご意見を踏まえ、平成２１年に、見直しの進め方と考え方（表１）などを定めた「京都市都市計画道路網の見直し指針」を策
定しました。 
　その後、指針に基づき、各都市計画道路の現時点における必要性などを改めて検証、評価し、その評価の結果を、「京都市都市計画道路網（路線及び
区間）の廃止候補」として取りまとめ、皆様からのご意見をいただくため、本年９月から１箇月間、パブリックコメントを実施しました。 
　この度、パブリックコメントにいただいたご意見も踏まえて、「都市計画道路の変更原案」（詳細中面）を作成しましたので、皆様のご意見を募集します。 

都市計画道路って何？
　京都市内には、御池通や堀川通のように幅の広い道路や、路地
のような狭い道路など、色々な道路があります。 
　その中で都市計画道路とは、将来のまちの姿や市内全体の交通
等を考えたうえで、まちづくりの骨格となるように、あらかじめ位置
や道路の幅等が決められた重要な道路のことをいいます。本市で
は、市街地の拡大や車社会の進展などに対応するため、順次、都市
計画道路を決定し、整備を進めてきましたが、未だ、整備できてい
ない区間があります。 

「廃止候補に対するパブリックコメント」の実施内容と結果

●3・6・117号 清水坂道
　この都市計画道路については、現道である五条坂が道路としての一
定の機能を有していることに加え、都市計画決定後、長期間にわたり都
市計画道路の区域に建築制限を課しており、市民の皆様の生活に影響
を与えていることを踏まえ、廃止候補としていました。
　しかし、「観光客が季節を問わず多く、本来なら拡幅して当然の道路
である」や「観光バスの大きな駐車場があるのに、幅が狭く、歩道もな
い」というご意見をいただいたため、改めて検討を行い、存続としまし
た。
●3・6・124号 花園衣笠線
　この都市計画道路の整備済区間については、都市計画道路ではない
道路と接続しており、既存の道路ネットワークの中で機能していること
から、評価対象としていませんでしたが、都市計画道路としては前後に
つながりのないものとなってしまうことから、整備済区間も含めて廃止
としました。

　今回の見直しは、計画どおりの整備で十分な効果が見込めない路線
があること、また、都市計画道路の予定区域に長期間にわたり建築制限
を課しており、市民の皆様に影響を与え続けているという現状を踏ま
え、都市計画道路の評価を行いましたが、検討の必要があると考えられ
るご意見を多数いただきましたので、改めて、検討を行い、都市計画道
路の変更原案を作成しました。

今回の都市計画道路網の見直し後も、定期的に
見直し作業を進め、皆様からの貴重な御意見を参
考にしながら、よりよい京都のまちづくりを進め
ていきます。

今回の見直し以降も、都市計画道路の整備状況の
推移はもとより、「歩くまち・京都」総合交通戦略を
はじめとした、各種施策の進展による本市のまちづ
くりの進捗状況等を見据え、定期的に、見直しの作
業を実施する必要があるものと考えております。

検討の結果、存続する都市計画道路につきまして
は、計画的かつ効果的に整備できるよう、努めて
いきます。

都市計画道路網を見直すことは、土地所有者、地
域住民の皆様をはじめとする市民の皆様に大き
な影響を与えるものと考えています。そのため、
パブリックコメント実施時に、募集内容などを市民
しんぶんに掲載するとともに、廃止候補、存続候
補路線について、リーフレットを配布し、ホーム
ページに掲載するなど、市民の皆様への周知に努
めてきましたが、今後についても、本都市計画
ニュースの各戸配布や、説明会を実施するなど、
更なる周知に努めていきます。

未整備都市計画道路の中には昭和初期に決定
し、未整備のまま現在に至っているなど、長期間
未整備のままの道路も多く、そうした都市計画道
路の区域では、建築制限が長期間に及んでおり、
土地の有効活用に少なからず影響を与えている
場合もあります。一方で、人口減少時代を迎え、交
通の状況そのものが計画時点と大きく異なって
きており、さらに今後は、過度に自動車交通に依
存しない、人と公共交通優先の「歩いて楽しいま
ちづくり」を推進していく必要があります。今回の
都市計画道路網の見直しは、このような背景から
行ったものであり、対象とした９０路線、１２５．７ｋ
ｍの都市計画道路について、都市計画道路の必
要性，計画実現上の課題を個別に評価し、４４路
線、未整備区間の延長として４８．７ｋｍを廃止候補
としたものです。

昭和の初期に決定され
たような、都市計画道路
の存続廃止の検討は重
要な意味を持つ。

10年ごとに見直し評価
すべきでないか。

今後も都市計画道路とし
て整備を目指すとしたも
のについては、早期に整
備着手、完成されること
を望む。

廃止とされた路線におけ
る土地所有者に対し十分
な説明が必要。

安易な見直しは慎むべき
である。

どうして見直しが必要なの？
　平成２１年４月現在、京都市の都市計画道路は、２６０路線、約５３
５ｋｍのうち、およそ３０％に当たる約１６４ｋｍが整備できておらず、
そのうち、約８５％、約１４０ｋｍは決定から２０年以上経過していま
す。
　これらの都市計画道路の予定区域には、都市計画法により建築
制限が課されており（表２）、土地の有効利用に少なからず影響を与
えています。
　京都市では、このような状況を受け、平成１１年度から全国に先駆
けて都市計画道路の見直しを行い、平成１４年２月に、１０路線、約５．
７ｋｍの都市計画道路を廃止していますが、前回の見直しから約１０
年が経過し、社会情勢などの変化に伴い、現時点における必要性な
どから、改めて、都市計画道路網の見直しを行っています。

京都市の都市計画道路に関する情報及び「都市計画道路網
（路線及び区間）の廃止候補」に関する情報を調べるには？ 
　都市計画道路の位置に関する情報は、都市計画課及び京都市情
報館（京都市ホームページ）でご覧いただけます。 
●都市計画道路の位置に関する情報は

http://www.city.kyoto.lg.jp/
　から『都市計画地図』（ページ左端、中央辺り）をクリック。
　また、都市計画課では、見直し指針に基づき評価を行った評価カ
ルテも公開しています。 
●「都市計画道路網（路線及び区間）の廃止候補」に関する情報は
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-1-3-0-0_8.html
　から『お知らせ』をご覧ください。

原案の閲覧方法
　都市計画課の窓口及び京都市情報館（京都市ホームページ）で
今回の変更原案に関する資料を閲覧いただけます。
原案に対するご意見の受付期間
　平成22年11月15日（月曜日）から12月15日（水曜日）まで
原案に対するご意見の提出方法など
　今回の変更原案に対する、具体的な意見を記述した文書（様式
は自由）を郵送、ファックス、電子メールのいずれかでお寄せくださ
い。また、上記受付期間（土・日・祝日を除きます）のうち、午前8時
45分から午後5時30分までに、都市計画課（京都市役所北庁舎2
階）に直接ご持参いただくこともできます。 

その他のご意見とご意見に対する本市の考え方については、京都市都市
計画課の窓口の他、下記のホームページでご覧になれます。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000090165.html

説明会のご案内
　都市計画道路の変更原案の説明会を、下記のとおり開催します。
事前申込みは不要ですが、会場の定員の都合で入場できない場合が
あります。 
　日時  平成22年12月6日（月曜日） 午後6時30分～8時30分
　場所  中京区役所　４階　第１・第２会議室 

ご意見の提出先、お問い合わせ先
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課 施設担当
電話 075-222-3505　ファックス 075-222-3472
電子メール tokeika@city.kyoto.jp

今後のスケジュール
　今後は、説明会を実施
し、皆様のご意見を伺った
うえで、都市計画案の縦
覧を行い、平成22年度末
の都市計画審議会への付
議に向け、作業を進めて
いきます。

ご意見を踏まえた見直し点

京都市の考え方

●実施期間
　平成22年9月1日～9月30日
●見直し対象区間
　90路線
　125.70Km（未整備区間）
●廃止候補路線数
　44路線
　48.70Km（未整備区間）

実施内容
●意見の件数
　66通　143件

●廃止路線数
　43路線
　55.04km
詳細は、中面をご覧ください。

実施結果

表2　京都市における建築制限

表1　見直しの進め方と考え方

許可基準
●主構造が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等であること
●3階以下であること※
●地階を有しないこと

※事業の施行が近い将来に見込まれる区域の場合、2階以下としています。 
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市民の皆様の主なご意見 ご意見に対する本市の考え方

●計画決定後２０年を経過する都市計画道路を対象とする
　（平成21年4月1日を基準とする）
●自動車専用道路は対象としない
●事業中の路線は対象としない

1． 検討対象路線（区間）の選定

廃止候補となった路線（区間）について、廃止して問題が生じないか
4． 総合評価

評価の視点
●良好な景観、自然・歴史的景観を保全すべき地区等に影響しないか
●重要な施設やエリア（法令で指定される文化財等、公共施設等）に
　影響しないか
●まち並みや地域コミュニティに影響しないか
●その他（道路が特殊な構造になるなど、計画実現上の課題となる場合）

3． 計画実現上の課題の評価

計画存続路線 廃止候補路線

2． 必要性の評価
①　市域全体に係る必要性の評価

機　能

市街地形成機能

交通機能

地域活性化機能

都市内の地域や拠点施設等をつなぎ、都市の骨
格をつくる

都市内の交通混雑を緩和する

観光地・交通拠点相互をつなぎ、市域全体の観光
振興を支援する

②　生活圏域での必要性の評価
機　能

市街地形成機能

交通機能

環境・防災空間
機能

市内の各地域のまちづくりを支援する

鉄道駅やバスターミナルへのアクセスを改善する
とともに、地域の公共交通の運行を円滑にする

道路のバリアフリー化を進めたり、自転車が走行
しやすい環境をつくるなど、歩行者・自転車のため
の良好な通行環境をつくる

沿道の良好な景観・環境を創出するとともに、都市
に必要なインフラ施設を収容する

災害時に緊急車両の通行ルートとなる、または火
災時に延焼を遮断するなど、防災のための空間を
つくる

評価の視点

評価の視点

抜き取ってお読みください

市民意見を踏まえた
都市計画道路の変更原案


